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指標 単位 

基準値 目標値 

2018年度 

(平成30年度) 

2025年度 

(令和7年度) 

2030年度 

(令和12年度) 

まちづくり連絡（推進）協議会活動の延べ参加人員 ★ 人 28,739 30,000 32,000 

コミュニティセンター等（＊２箇所）の延べ利用人数 ★ 人 8,653 10,000 10,000 

＊福浦コミュニティセンター、有年原校区多目的施設 

 

 

 

  

項目 主要な取組 

１ まちづくり活動の推進 ◇それぞれの地域の特性を活かしたまちづくり活動への支援 

２ 小規模高齢化集落※１の活動拠点の活用 
◇西部、北部地域におけるコミュニティ活動拠点としての

コミュニティセンター等の維持、長寿命化 

施策の展開 

目標指標 

※１小規模高齢化集落…世帯・人口が減少し高齢化率が高くなった集落。 
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盆踊り ふるさと祭り 

人  歴史と文化が息づく人とコミュニティを育むまちづくり 

（9）歴史や文化、スポーツを通じた市民が活躍できる地域コミュニティの構築 

㉖地域の多様なコミュニティ活動を活性化する 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会やＰＴＡ、老人会、女性会、学校園等、地域で活動するさまざまなコミュニティ団体の活動

を支援し、地域コミュニティの維持、活性化を図り、市民一人ひとりの地域コミュニティへの参加

を促進します。 

また、地区公民館、コミュニティセンター等を拠点に、地域の連帯感の向上を図ります。 

 

 

 

 

  

施策の方針 

◆価値観の多様化やプライバシー意識の高まりにより、地域への愛着、帰属意識が希薄化しつ

つあるため、地域コミュニティ活動※１を活性化することが求められています。 

◆地域住民が自ら伝統文化や地域環境を守るなど、魅力ある地域づくりを行うとともに、平常

時から地域の連帯感を高め、災害時の相互扶助の精神を育むことが必要です。 

 

現状と課題 

※１コミュニティ活動…同じ地域の住民が、地域をより良くするために活動する、住民同士のつながりに基づく参加型の自治活動。 


